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労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
定
款
の
記
載
事
項
）

第
四
条
の
二

労
働
金
庫
は
、
定
款
に
長
期
間
所
在
が
不
明
で
あ
る
会
員
の
除
名

（
新
設
）

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
除
名

の
対
象
は
長
期
間
労
働
金
庫
の
事
業
を
利
用
し
な
い
会
員
と
し
、
当
該
除
名
の

対
象
と
な
る
会
員
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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